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  （１）人口の減少と高齢化

      近年、日本の人口は減少傾向にあります。その原因のひとつが生まれる赤ちゃんが減っていることで、これに伴い

１５～６５歳の、いわゆる現役世代の人口も減少しています。

      一方、長生きする人は増えていて、現在、「日本人の約４人に１人は６５歳以上の高齢者」となっています。

      高齢者の人口は今後も増えていき、いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上になる平成３７年には、３，６５７万人

に達すると推計されています。

                  

１．超高齢社会を迎えた日本

第二次ベビーブーム（昭和 46～４９年頃） 介護保険制度創設 調査開始以来初めての減少

「人口及び人口増減率の推移」 ※出典：平成２７年国勢調査人口等基本集計結果

（平成 27 年国勢調査）

・日本の人口は

1 億 2,709 万 5 千人

（H27/10/１日現在）

・大正９年の調査開始

以来、初めての減少

（平成 22 年から

0.8％減）
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１．超高齢社会を迎えた日本

（平成 27 年国勢調査より）

・１５歳未満人口は１，５８８ 万７千人（総人口の 12.6％で調査開始以来最低）

・６５ 歳以上人口は３，３４６ 万５千人（同 26.6％で調査開始以来最高）

「年齢（３区分）別人口の割合の推移」 ※出典：平成２７年国勢調査人口等基本集計結果

１５～６４歳

１５歳未満

６５歳以上
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１．超高齢社会を迎えた日本

「性・年齢別にみた介護保険受給者数及び人口に占める受給者数の割合」

※出典：平成２７年度介護給付費等実態調査の概況

７５歳以上になると

受給者の割合が特に

上昇する
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（１）本市の総人口

・年々減少傾向にあり、

３７

（２）高齢者人口（

・年々増加傾向にあり、平成

になる

（１）本市の総人口の推移

年々減少傾向にあり、

３７年には、585,466

（２）高齢者人口（65

・年々増加傾向にあり、平成

になると推計されている。

の推移

年々減少傾向にあり、平成２６年

585,466 人になる見込み。

65 歳以上人口）

・年々増加傾向にあり、平成３７年には、

と推計されている。

２．鹿児島市における

年９月時点で 608,366

になる見込み。

歳以上人口）の推移

には、169,506

鹿児島市における

608,366 人が、

169,506 人（高齢化率 29.0

鹿児島市における高齢者の人口推移及び高齢者世帯数の推移

県

本市

国

人が、平成

29.0％）

（３）

   

  

※各年とも国勢調査

高齢者の人口推移及び高齢者世帯数の推移

ひとり暮らし世帯

高齢夫婦世帯

その他世帯

ひとり暮らし世帯

高齢夫婦世帯

その他世帯

ひとり暮らし世帯

高齢夫婦世帯

その他世帯

総世帯数

高齢者のいる世帯数

本市

総世帯数

高齢者のいる世帯数

総世帯数

高齢者のいる世帯数

区　　分

（３）本市の高齢者世帯数の推移

     ・高齢者のいる世帯は、

そのうち、ひとり暮らし世帯

おり、高齢者のみの世帯が総世帯数の

※各年とも国勢調査

高齢者の人口推移及び高齢者世帯数の推移

世帯数

255,276

75,509

ひとり暮らし世帯 24,271

24,369

26,869

49,566,305

17,204,473

ひとり暮らし世帯 3,864,778

4,487,042

8,852,653

725,045

286,157

ひとり暮らし世帯 96,567

94,873

94,717

高齢者のいる世帯数

高齢者のいる世帯数

高齢者のいる世帯数

本市の高齢者世帯数の推移

・高齢者のいる世帯は、平成２２年の時点で

うち、ひとり暮らし世帯

高齢者のみの世帯が総世帯数の

※各年とも国勢調査 （出典）第 6

高齢者の人口推移及び高齢者世帯数の推移

世帯数 構成比(%)

255,276 100.0

75,509 29.6

24,271 32.1

24,369 32.3

26,869 35.6

49,566,305 100.0

17,204,473 34.7

3,864,778 22.5

4,487,042 26.1

8,852,653 51.5

725,045 100.0

286,157 39.5

96,567 33.7

94,873 33.2

94,717 33.1

平成１７年

本市の高齢者世帯数の推移

平成２２年の時点で総世帯数の

うち、ひとり暮らし世帯 33.0％、高齢夫婦世帯

高齢者のみの世帯が総世帯数の 20.6

6 期高齢者保健福祉・介護保険事業計画

高齢者の人口推移及び高齢者世帯数の推移

世帯数

100.0 264,686

29.6 83,691

32.1 27,635

32.3 27,007

35.6 29,049

100.0 51,950,504

34.7 19,337,687

22.5 4,790,768

26.1 5,250,952

51.5 9,295,967

100.0 729,386

39.5 294,434

33.7 102,443

33.2 95,610

33.1 96,381

平成２２年

総世帯数の 31.6

％、高齢夫婦世帯 32.3％となって

20.6％を占めている。

期高齢者保健福祉・介護保険事業計画

構成比(%)

100.0

31.6

33.0

32.3

34.7

100.0

37.2

24.8

27.2

48.1

100.0

40.4

34.8

32.5

32.7

平成２２年

31.6％を占め、

％となって

いる。

期高齢者保健福祉・介護保険事業計画
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（１）本市の要支援・要介護認定者数の推移

   ・高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加も見込まれる。

（１）本市の要支援・要介護認定者数の推移

・高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加も見込まれる。

（１）本市の要支援・要介護認定者数の推移

・高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加も見込まれる。

２．

9,193

（１）本市の要支援・要介護認定者数の推移

・高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加も見込まれる。

２．鹿児島市における

9,408

・高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加も見込まれる。

鹿児島市における

9,629

・高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加も見込まれる。

鹿児島市における要支援・要介護認定者数の推移

9,882 11,588

要支援・要介護認定者数の推移

11,588

総 合 計

要介護合計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援合計

要支援２

要支援１

要支援・要介護認定者数の推移

＜実績＞介護保険事業状況報告（各年３月

Ｈ２６年

29,570

要介護合計 20,527

3,461

3,102

3,546

4,165

6,253

要支援合計 9,043

4,852

4,191

要支援・要介護認定者数の推移

＜実績＞介護保険事業状況報告（各年３月

Ｈ２７年

29,570 30,385

20,527 21,038

3,461 3,463

3,102 3,184

3,546 3,578

4,165 4,180

6,253 6,633

9,043 9,347

4,852 5,191

4,191 4,156

＜実績＞介護保険事業状況報告（各年３月

Ｈ２８年

31,026

21,402

3,465

3,311

3,591

4,215

6,820

9,624

5,242

4,382

（単位：人）

＜実績＞介護保険事業状況報告（各年３月末）より
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保険料 報酬改定率

12年度

13年度

14年度 H15年度改定▲2.3％

15年度

16年度

17年度 H17年度改定▲1.9％

18年度

19年度

20年度

21年度 H21年度改定+3.0％

22年度

23年度

24年度 H24年度改定+1.2％

25年度

26年度

27年度 H27年度改定▲2.27％

28年度

29年度

事業計画

156億円

213億円

232億円

保険給付費

260億円

286億円

191億円

293億円

304億円

322億円

338億円

427億円

456億円

359億円

385億円

403億円

420億円

第

六

期

第

一

期

第

二

期 第

三

期

第

四

期

第

五

期

第

六

期

H18年度改定▲0.5％

470億円

事業運営期間

283億円

3,250円

3,766円

（+15.9％）

4,073円

（+8.2％）

4,073円

－

4,863円

（+19.4％）

5,766円

（+18.6％）

第

一

期

第

二

期

第

三

期

第

四

期

第

五

期

３．鹿児島市の介護保険の状況

保険給付費・保険料の推移

   介護保険制度を開始した平成１２年度と平成２７年度を比較すると、保険給付費は約２．７倍、保険料は約１．８倍に増

加しています。今後も高齢化の進行に伴い、保険給付費と保険料は増加していくと考えらます。

「保険給付費と保険料の推移」                                          

※１２～２７年度の保険給付費は決算額、２８・２９年度は第６期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画における  

見込額

約２．７倍

約１．８倍
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  （導入の背景）

    〇団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）に向けて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすこと

     ができる社会を実現するとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することが求められている。

  （事業概要）

    〇予防給付のうち訪問介護と通所介護を市町村が地域の実情に応じた取組ができる地域支援事業に移行するなど、サー

     ビスの多様化を図るもので、平成２９年４月１日までに全ての市町村が開始する。

  （基本的な考え方）

  〇要支援者等の選択できるサービス・支援を充実し、在宅生活の安心確保を図る。

    〇低廉なサービス・支援の充実・利用普及、高齢者の社会参加の促進、介護予防・重度化予防の推進等により、結果と

して費用の効率化が図られることを目指す。

  〇介護事業所の専門職による既存のサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用

     し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるように支援。高齢者は支え手側に回ることも想定。

介護給付（要介護１～５）

介護予防給付（要支援１・２）

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

介護予防事業

・二次予防事業

・一次予防事業

介護給付（要介護１～５）

介護予防給付（要支援１・２）

新しい介護予防・日常生活支援総合事業

（要支援１・２、それ以外の者）

〇介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 等

〇一般介護予防事業

多
様
化

現行相当、基準緩和型、
住民主体のサービスなど

現
行
と
同
じ

＜現行＞
【介護保険制度】

地
域
支
援

事
業

地
域
支
援
事
業

＜見直し後＞

４．介護予防・日常生活支援総合事業の概要

※「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」（Ｈ27.6.5 厚労省）をもとに作成
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（１）本市の基本的な考え方

① 現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当サービスの継続

・移行前の要支援認定者のうち、介護職による専門的なサービスを必要とする人には、現行相当サービスを継続して提供する。

② 多様なニーズに対応した多様なサービスを創設

   ・身体介護を含まない生活支援サービス、時間を短縮したミニデイサービス等を設けるとともに、多様な提供主体の参入を促進し、高齢者の自立を

支援する。

  ③ 住民主体の自主的な活動を推進

   ・高齢者をはじめ、地域住民等によるサービスの提供を推進する。

（２）実施時期と対象者

  

平成２９年４月１日

           ①要支援認定者

           ②事業対象者（基本チェックリストに該当し、介護予防ケアマネジメントの依頼を行った人）

           ※平成２９年３月３１時点で、既に要支援認定を受けている方は、認定更新まで現行の予防給付の訪問介護・通所介護を利用

することができる。

対象者

予防給付 介護予防・生活支援サービス事業

訪問看護、福祉用具

貸与、住宅改修 等

訪問型サービス

通所型サービス
支給限度額（月額）

①要支援認定者 ○ ○
要支援１  ５０，０３０円

要支援２ １０４，７３０円

②事業対象者 × ○
     ５０，０３０円

     （要支援１と同額）

５．鹿児島市における介護予防・生活支援サービス事業

実施時期

対象者

利用できるサービス及び支給限度額

naibu
テキストボックス
 Ｐ8  



  

○新規要支援認定者

→ 平成２９年４月１日以降の申請時から総合事業利用開始。

  ○更新時期に要支援認定更新をした方

→ 平成２９年４月１日以降の要支援認定更新時から総合事業利用開始。

  ※本人が希望すれば、認定有効期間満了日前でも総合事業の利用は可能。（ケアプランの変更が必要）

  ○更新時期に要支援認定更新をせずに、「基本チェックリスト」結果により事業対象者となった方

   → 平成２９年４月１日以降の要支援認定更新時に「基本チェックリスト」結果により「事業対象者」となった時から総合事業利用開始。

平成２９年

～

平成３０年

３月 ４月

総合事業開始

５月 ６月 ２月 ３月

完全移行

新規要支援認定者

更

新

者

H29.4.1 更新
更 新

H29.5.1 更新
更 新

H29.6.1 更新
更 新

H30.3.1 更新
更 新

６．総合事業の移行時期

総合事業移行時期

予防給付 総合事業
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★総合事業のサービスを提供するには、鹿児島市の事業所指定が必要です。

（１） 現行相当サービス（訪問・通所とも）

    ①みなし指定を受けている事業所⇒指定申請は不要   ②みなし指定を受けていない事業所⇒指定申請が必要

（２） 基準緩和型サービス（訪問・通所とも）

    ・実施を希望する全ての事業所⇒指定申請が必要

総合事業のサービスを提供するにあたっての留意事項①

現行相当 緩和型Ａ 現行相当

予防型
訪問介護

生活支援型
訪問介護

予防型
通所介護

ミニデイ型
通所介護

運動型
通所介護

27.3.31以前 あり ※みなし 新規指定が必要

27.4.1以降 なし

27.3.31以前 あり ※みなし

27.4.1以降 なし

指定なし

※平成３０年４月以降も現行相当サービスの実施を希望する場合は平成２９年度中に更新手続きが必要
　（更新申請の方法は【みなし指定更新手続編】で説明します。）

新規指定が必要

新規指定が必要

現在の指定状況

緩和型Ａ

― 新規指定が必要

新規指定が必要

新規指定が必要

介護予防
訪問介護

介護予防
通所介護

みなし指定指定日

新規指定が必要
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★総合事業のサービスを提供するには、事前に必要書類の変更等が必要です。

（１） 契約書・重要事項説明書について

    ・総合事業のサービスを提供するまでに、契約書及び重要事項説明書を総合事業用に作成し、総合事業を利用する方に対し、

     サービス提供時に随時契約をしてください。

     なお、従前の契約書、重要事項説明書に総合事業に関する事項を追加して作成しても構いません。

総合事業のサービスを提供するにあたっての留意事項②

サービス類型 定款 運営規程
契約書

重要事項説明書

現行相当サービス 平成３０年３月末までには変更
みなし指定更新申請時までに変更の

必要あり

基準緩和型サービス

みなし指定事業者以外
現行相当サービス

基準緩和型サービス

みなし指定事業者

指定申請時までに変更の必要あり 指定申請時までに作成の必要あり

変更の必要あり

（利用者が総合事業へ移行する

タイミングで変更）

naibu
テキストボックス
 Ｐ11  



（１）

      

        

        

（１） 訪問型サービス

      

        ※１

        ※２

訪問型サービス        

※１ 利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。

※２ 要支援１の人は利用できません。

        

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。

要支援１の人は利用できません。

７．介護予防・生活支援サービスの種類

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。

要支援１の人は利用できません。

介護予防・生活支援サービスの種類

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。

介護予防・生活支援サービスの種類

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

介護予防・生活支援サービスの種類

（加算部分は除く）

介護予防・生活支援サービスの種類

（加算部分は除く）

指定事業者によるサービス指定事業者によるサービス指定事業者によるサービス

naibu
テキストボックス
 Ｐ12  



（２）

        

        

           

                      

） 通所型サービス

※１

        ※２

        ※３

           

                      

型サービス

※１ 利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

※２ 利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

※３ 栄養改善サービスのそれぞれの単価は以下のとおりです。

           ●栄養改善サービス

                      

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

栄養改善サービスのそれぞれの単価は以下のとおりです。

●栄養改善サービス  ・料理実習なし

                      ・調理実習あり

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

栄養改善サービスのそれぞれの単価は以下のとおりです。

・料理実習なし

・調理実習あり

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

栄養改善サービスのそれぞれの単価は以下のとおりです。

・料理実習なし ①送迎あり 3,300

・調理実習あり ①送迎あり 3,700

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

栄養改善サービスのそれぞれの単価は以下のとおりです。

3,300 円／回

3,700 円／回

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

②送迎なし 2,600

②送迎なし 3,000

利用者負担は原則として上記の費用の１割または２割となります。（加算部分は除く）

利用者の状態像に応じて、介護予防ケアマネジメント等において判断することになります。

2,600 円／回

3,000 円／回

指定事業者によるサービス指定事業者によるサービス指定事業者によるサービス

naibu
テキストボックス
 Ｐ13  



（１）事業所指定状況（平成２９年８月１日現在）

   

８．介護予防・生活支援サービス事業実施状況について

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

中

央

上

町

鴨
池
北

鴨
池
南

城

西

武
・
田
上

谷
山
北

谷
山
中
央

谷
山
南

伊
敷
台

西
伊
敷

吉

野

桜

島

吉

田

郡

山

松

元

喜

入

予防型訪問介護事業所（みなし指定） 10 6 15 5 12 11 10 11 5 10 10 9 1 2 3 3 2 125

予防型訪問介護事業所 1 2 1 1 1 1 1 1 9

生活支援型訪問介護事業所 1 2 8 4 4 5 1 2 5 1 1 1 35

予防型通所介護事業所（みなし指定） 13 16 14 12 9 16 20 20 21 10 14 22 1 7 5 3 6 209

予防型通所介護事業所 2 5 6 4 1 2 4 2 1 2 2 2 33

ミニデイ型通所介護事業所 2 2 2 1 2 1 2 2 1 5 2 4 1 27

運動型通所介護事業所 2 1 1 1 2 2 1 2 7 2 2 23

計 31 26 47 24 27 36 38 45 34 25 38 41 3 15 10 10 11 461

計

naibu
テキストボックス
 Ｐ14  



総合事業における月額報酬の日割請求に関しては、平成２７年３月３１日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理シス

テム変更に係る参考資料の送付について（確定版）」のⅠ介護報酬改定関係資料の資料９「月額包括報酬の日割り請求にかか

る適用について」にあるとおり、総合事業における訪問型サービス及び通所型サービスについては、月途中で利用者と契約

開始又は契約解除した場合は、従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と異なり、日割りで請求することになります。

（１）月途中の利用開始

    利用者との契約開始を事由として、「契約日」を起算日に日割計算を行います。この場合、当該契約月にサービス利用

がなく、翌月からサービス利用を開始した場合、当該契約月については、報酬を算定せず、翌月から月額包括報酬を

算定してください。

（２）月途中の利用終了

    利用者との契約解除を事由として、「契約解除日」を起算日に日割計算を行います。この場合、当該契約解除月に

サービス利用がない場合、当該契約解除月については報酬を算定することはできません。

    なお、当該契約解除月にサービス利用がある場合については、契約解除日を起算日として日割計算により報酬算定

を行ってください。

９．介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について

naibu
テキストボックス
 Ｐ15  



○総合事業移行前の予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）の場合

naibu
テキストボックス
 Ｐ16  



○総合事業移行後

naibu
テキストボックス
 Ｐ17  



（３）日割り算定の考え方について（３）日割り算定の考え方について

①月の途中より

・総合事業にかかる利用者と事業所との

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

（３）日割り算定の考え方について

月の途中より新規

総合事業にかかる利用者と事業所との

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

（３）日割り算定の考え方について

新規で総合事業を利用する場合

総合事業にかかる利用者と事業所との

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

（３）日割り算定の考え方について

で総合事業を利用する場合

総合事業にかかる利用者と事業所との

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

で総合事業を利用する場合

総合事業にかかる利用者と事業所との契約日を起算日として日割り算定

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

契約日を起算日として日割り算定

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

契約日を起算日として日割り算定

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

契約日を起算日として日割り算定を行います

※サービス利用開始（予定日）とは異なりますので、注意が必要です。

います。

naibu
テキストボックス
 Ｐ18  



認定済・申請中 介護予防支援事業者→サービス事業者
利用者番号： 437361 分 介護予防サービス提供票 1/1 ページ

保険者
4 6 2 0 1 0 保険者名

介護予防支援 鹿児島市地域包括支援センター　本部 作成 平成鹿児島市
事業者事業所名 電話番号：

番号 年月日担当者名　　　

被保険者 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
フリガナ ﾀﾞﾐｰ ﾖｳｼｴﾝﾆ

保険者確認印
届出 平成

被保険者氏名 ダミー　要支援２ 様番号　　 年月日 　年　月　日

生年月日
 明 ・ 大 ・ 昭

性

男・女

要介護状態区分 要支２ 1 2 3 4 5
区分支給　 限度額適用 から

0

前月まで
の短期入変更後 1 2 3 4 5 10,473

別
限度基準額 期間　　　 まで 所利用日要介護状態区分

日数　　　変更日

提供時間帯 サービス内容

サービス 月間サービス計画及び実績の記録
　 事業者 日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計
　 事業所名 曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 回数

10:00 ～ ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 10-30

15:00 実績
ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 4

実績
ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 4

実績
ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 4

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

平成29年6月

29年6月1日

平成29年4月
単位/月10年10月10日 平成30年3月

通所型サービス
２日割

通所型サービス運
動器機能向上加算

通所型サービス
事業所評価加算

通所型サービス
処遇改善加算Ⅰ

事業所番号：9999999998　事業所名：ダミー予防型通所介護 様

○ ○
○

○ ○ ○ ○

○

naibu
楕円

naibu
楕円

naibu
線

naibu
テキストボックス
サービス利用開始 

naibu
線

naibu
テキストボックス
 契約日

naibu
線

naibu
テキストボックス
 日割日数10日～30日

naibu
テキストボックス
 （例1）予防型通所介護（みなし指定事業所）利用の場合

naibu
テキストボックス
 ①

naibu
テキストボックス
 ②

naibu
テキストボックス
 Ｐ19  



利用者番号： 437361 氏名：ダミー　要支援２ 様 分 サービス提供票別表 作成年月日

区分支給限度管理・利用者負担計算 1/1 ページ

事業所名 事業所番号 単位数
割引後

回数
率％ 単位数

9999999998 A51122 111 21 2,331

9999999998 A55002 225 1 225

9999999998 A55005 120 1 120

9999999998 (2,676) 2,676 2,676 10.00 26,760 90 24,084 2,676 0

9999999998 A56100 158 1 (158) (158) (158) 10.00 1,580 90 1,422 158 0

10,473合計 2,676 2,676 2,676 28,340 25,506 2,834 0

種類別支給限度管理

サービス種類 合計単位数 サービス種類 合計単位数

合計

要介護認定期間中の短期入所利用日数

前月までの利用日数 当月の計画利用日数 累積利用日数

0 0 0

平成29年6月 平成29年6月1日

サービス内容/種類 サービス
コード

サービス
単位/金額

種類支給限度
基準を超える

単位数

種類支給限度
基準内単位数

区分支給限度
基準を超える

単位数

区分支給限度
基準内単位数

単位数
単価

費用総額
保険/事業対象分

給付率
(％)

保険/事業費
請求額

定額利用者負担
単価金額

公費・減免
給付額

利用者負担
保険/事業対象分

利用者負担
(全額負担分)

ダミー予防型通所
介護

通所型サービス２日
割

ダミー予防型通所
介護

通所型サービス運動
器機能向上加算

ダミー予防型通所
介護

通所型サービス事業
所評価加算

ダミー予防型通所
介護

通所 (みなし)合計

ダミー予防型通所
介護

通所型サービス処遇
改善加算Ⅰ

区分支給限度
基準額(単位)

種類支給限度
基準額(単位)

種類支給限度基
準を超える単位数

種類支給限度
基準額(単位)

種類支給限度基
準を超える単位数

事業所番号：9999999998　事業所名：ダミー予防型通所介護 様

naibu
楕円

naibu
テキストボックス
 ①

naibu
線

naibu
楕円

naibu
線

naibu
テキストボックス
総合事業のコードは「A」から始まるコード 予防型通所介護（みなし事業者）は「A5」※詳細は別添を参照

naibu
楕円

naibu
線

naibu
テキストボックス
 日割日数10日～30日の21日間

naibu
テキストボックス
 ②

naibu
楕円

naibu
線

naibu
テキストボックス
 負担割合証で確認が必要

naibu
テキストボックス
 Ｐ20  



認定済・申請中 介護予防支援事業者→サービス事業者
利用者番号： 437361 分 介護予防サービス提供票 1/1 ページ

保険者
4 6 2 0 1 0 保険者名

介護予防支援 鹿児島市地域包括支援センター　本部 作成 平成鹿児島市
事業者事業所名 電話番号：

番号 年月日担当者名　　　

被保険者 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
フリガナ ﾀﾞﾐｰ ﾖｳｼｴﾝﾆ

保険者確認印
届出 平成

被保険者氏名 ダミー　要支援２ 様番号　　 年月日 　年　月　日

生年月日
 明 ・ 大 ・ 昭

性

男・女

要介護状態区分 要支２ 1 2 3 4 5
区分支給　 限度額適用 から

0

前月まで
の短期入変更後 1 2 3 4 5 10,473

別
限度基準額 期間　　　 まで 所利用日要介護状態区分

日数　　　変更日

提供時間帯 サービス内容

サービス 月間サービス計画及び実績の記録
　 事業者 日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計
　 事業所名 曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 回数

10:00 ～ ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 10-30

15:00 実績
ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 4

実績
ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 4

実績
ダミー予防型通所介護 予定 1 1 1 1 4

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

平成29年6月

29年6月1日

平成29年4月
単位/月10年10月10日 平成30年3月

通所型独自サー
ビス２日割

通所型独自サービス
運動器機能向上加算

通所型独自サービ
ス事業所評価加算

通所型独自サービ
ス処遇改善加算Ⅰ

事業所番号：9999999998　事業所名：ダミー予防型通所介護 様

○ ○
○

○ ○ ○ ○

○

naibu
テキストボックス
 （例２）予防型通所介護（新規事業所）利用の場合

naibu
楕円

naibu
テキストボックス
 ③

naibu
線

naibu
テキストボックス
予防型通所介護（新規事業所）は「通所型独自」となります

naibu
線

naibu
テキストボックス
 契約日

naibu
テキストボックス
サービス利用開始 

naibu
線

naibu
楕円

naibu
テキストボックス
 ②

naibu
線

naibu
テキストボックス
 日割日数10日～30日

naibu
テキストボックス
 Ｐ21  



利用者番号： 437361 氏名：ダミー　要支援２ 様 分 サービス提供票別表 作成年月日

区分支給限度管理・利用者負担計算 1/1 ページ

事業所名 事業所番号 単位数
割引後

回数
率％ 単位数

9999999998 A61122 111 21 2,331

9999999998 A65002 225 1 225

9999999998 A65005 120 1 120

9999999998 (2,676) 2,676 2,676 10.00 26,760 90 24,084 2,676 0

9999999998 A66100 158 1 (158) (158) (158) 10.00 1,580 90 1,422 158 0

10,473合計 2,676 2,676 2,676 28,340 25,506 2,834 0

種類別支給限度管理

サービス種類 合計単位数 サービス種類 合計単位数

合計

要介護認定期間中の短期入所利用日数

前月までの利用日数 当月の計画利用日数 累積利用日数

0 0 0

平成29年6月 平成29年6月1日

サービス内容/種類 サービス
コード

サービス
単位/金額

種類支給限度
基準を超える

単位数

種類支給限度
基準内単位数

区分支給限度
基準を超える

単位数

区分支給限度
基準内単位数

単位数
単価

費用総額
保険/事業対象分

給付率
(％)

保険/事業費
請求額

定額利用者負担
単価金額

公費・減免
給付額

利用者負担
保険/事業対象分

利用者負担
(全額負担分)

ダミー予防型通所
介護

通所型独自サービス
２日割

ダミー予防型通所
介護

通所型独自サービス
運動器機能向上加算

ダミー予防型通所
介護

通所型独自サービス
事業所評価加算

ダミー予防型通所
介護

通所 (独自)合計

ダミー予防型通所
介護

通所型独自サービス
処遇改善加算Ⅰ

区分支給限度
基準額(単位)

種類支給限度
基準額(単位)

種類支給限度基
準を超える単位数

種類支給限度
基準額(単位)

種類支給限度基
準を超える単位数

事業所番号：9999999998　事業所名：ダミー予防型通所介護 様

naibu
楕円

naibu
楕円

naibu
線

naibu
テキストボックス
 ③

naibu
テキストボックス
総合事業のコードは「A」から始まるコード 予防型通所介護（新規事業所）は「A６」※詳細は別添を参照

naibu
線

naibu
テキストボックス
 ②

naibu
テキストボックス
 日割日数10日～30日

naibu
楕円

naibu
楕円

naibu
線

naibu
テキストボックス
 負担割合証で確認が必要

naibu
線

naibu
テキストボックス
 Ｐ22  



②月の途中より

（例）予

・ミニデイ型通所

・予防型通所

月の途中より総合事業

（例）予防型通所介護

・ミニデイ型通所

との契約日を起算日として日割り算定を行

・予防型通所

総合事業の間で利用サービスを切り替えた

介護サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合

・ミニデイ型通所介護サービスについては、ミニデイ型通所

との契約日を起算日として日割り算定を行

・予防型通所介護サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行

で利用サービスを切り替えた

サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合

サービスについては、ミニデイ型通所

との契約日を起算日として日割り算定を行

サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行

で利用サービスを切り替えた

サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合

サービスについては、ミニデイ型通所

との契約日を起算日として日割り算定を行います

サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行

で利用サービスを切り替えた場合

サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合

サービスについては、ミニデイ型通所介護

います。

サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行

サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合

介護サービスにかかる利用者と事業所

サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行

サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合

サービスにかかる利用者と事業所

サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行

サービスにかかる利用者と事業所

サービスについては、上記の起算日の前日までの日数で日割り算定を行います。

naibu
テキストボックス
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③利用者の希望等により

・総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

の契約解除日の翌日を起算日として

    ・介護予防訪問介護等については、日割り算定を行いません。

③利用者の希望等により

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

の契約解除日の翌日を起算日として

・介護予防訪問介護等については、日割り算定を行いません。

③利用者の希望等により月途中で総合事業に移行する

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

の契約解除日の翌日を起算日として

・介護予防訪問介護等については、日割り算定を行いません。

で総合事業に移行する

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

の契約解除日の翌日を起算日として日割り算定を行

・介護予防訪問介護等については、日割り算定を行いません。

で総合事業に移行する場合 （区分変更を伴わない場合）

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

日割り算定を行います

・介護予防訪問介護等については、日割り算定を行いません。

（区分変更を伴わない場合）

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

います。

・介護予防訪問介護等については、日割り算定を行いません。

（区分変更を伴わない場合）

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）

（区分変更を伴わない場合）

総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）総合事業については、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」という。）
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④区分変更（要支援１⇔要支援２）に伴い

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援

変更日を起算日として日割り算定を

④区分変更（要支援１⇔要支援２）に伴い

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援

変更日を起算日として日割り算定を

④区分変更（要支援１⇔要支援２）に伴い

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援

変更日を起算日として日割り算定を

④区分変更（要支援１⇔要支援２）に伴い月途中

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援

変更日を起算日として日割り算定を行います。

月途中で総合事業に移行する

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援

行います。

で総合事業に移行する場合

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援

場合

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、従来の区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援要支援Ⅱ）の例に準じて、）の例に準じて、

naibu
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⑤認定有効期間満了時（月末）に総合事業へ移行する

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、

⑤認定有効期間満了時（月末）に総合事業へ移行する

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、

⑤認定有効期間満了時（月末）に総合事業へ移行する

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、

⑤認定有効期間満了時（月末）に総合事業へ移行する

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、

⑤認定有効期間満了時（月末）に総合事業へ移行する場合

・総合事業及び介護予防訪問介護等については、ともに日割り算定割り算定を行いません。を行いません。

naibu
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所管 担当課 担当係 主な項目 電話番号

鹿
児
島
市
健
康
福
祉
局
す
こ
や
か
長
寿
部

長寿あんしん課

地域包括ケア推進係 ・制度全般に関すること 電話 ０９９－２１６－１１８６

長寿施設係
・事業者指定申請に関すること

・指定基準に関すること
電話 ０９９－２１６－１１４７

介護保険課 給付係
・事業費の請求方法に関すること

・給付、過誤に関すること
電話 ０９９－２１６－１２８０

鹿
児
島
市
保
健
所

保健予防課 保健予防係

・一般介護予防事業に関すること

・短期集中予防サービスに関すること

（口腔機能向上・栄養改善サービス）

電話 ０９９－８０３－６９２７

１０．総合事業に関するお問い合わせ

naibu
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